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 事 務 連 絡 

 令和８年３月５日 

 

各       民生主幹部（局）御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 

 

 

介護福祉士国家試験のパート合格（合格パートの受験免除）による介護分野

で「特定技能１号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間

の延長に関する措置に係るＱ＆Ａ（その３）の送付について 

            

「介護福祉士国家試験のパート合格（合格パートの受験免除）による介護分

野で「特定技能１号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期

間の延長に関する措置について」（令和８年１月 21 日付社援発 0121 第 10 号厚

生労働省社会・援護局長通知）において、介護分野で本邦に在留する１号特定

技能外国人の通算在留期間の延長に関する条件等について周知したところです

が、以下のとおりＱ＆Ａを作成しましたので、管内の施設・事業所及び介護福

祉士養成施設等に対する周知についてお取り計らいを願います。 

No. 質問 回答 

１ 本措置は在留資格「特

定技能１号」に係る在

留申請のみが対象か。 

お見込みのとおり。「特定技能１号」以外

の在留資格（「「技能実習」や「特定活動」（Ｅ

ＰＡ介護福祉士候補者）など）に係る在留申

請は本措置の対象としない。 

２ 国家試験の結果が出る

前に在留期限を迎える

場合はどのようにすれ

ばよいか。 

介護分野の１号特定技能外国人は通算在留

期間を経過して「特定技能１号」の在留資格

で在留することはできないが、帰国後に国家

試験の結果が通算在留期間の延長に関する条

件を満たすことが判明し、かつ、令和８年１

月21日通知の要件をすべて満たす場合には、

通算在留期間の延長が可能であるため、厚生

労働省に対し要件の確認依頼を行い、その結

果を踏まえ、地方出入国在留管理局へ通算在

留期間の延長に係る申請を行われたい。 

なお、帰国日から１年以内に入国する場合

のみ本措置の対象となるため、厚生労働省及

び地方出入国在留管理局への申請については

速やかに行われたい。 
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３ 国家試験の結果が出た

直後に在留期限を迎え

る場合はどのようにす

ればよいか。 

令和８年１月21日通知に基づく在留期間更

新申請は、対象者の在留期限が到来する前に

申請する必要があることから、令和８年１月

21 日通知に定める厚生労働省への要件の確認

手続については国家試験の合格発表後直ちに

行われたい。 

また、特定技能所属機関においては、合格

発表前に学習計画の策定をするなど、事前に

確認依頼書類の準備をお願いしたい。 

 

※ 地方出入国在留管理局への在留期間更新

の手続きを行う前に在留期限を迎える場

合、Ｑ＆Ａの２同様、「特定技能１号」の

在留資格で在留することはできないた

め、帰国後に厚生労働省及び地方出入国

在留管理局への申請を行われたい。 


